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▲自治会活動について話し合う寺本
さん、平木さん、各自治会長

障害の区分 身 体 障 害 者 手 帳 戦 傷 病 者 手 帳
視 覚 障 害 １級から４級までの各級

特別項症から第４項症までの各項症聴 覚 障 害 ２級および３級
平 衡 機 能 障 害 ３級および５級

音 声 機 能 障 害 ３級
（喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る）

特別項症から第２項症までの各項症
（喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る）

上 肢 不 自 由 １級および２級 特別項症から第３項症までの各項症

下 肢 不 自 由
１級から６級までの各級

（同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、１級
から３級までの各級）

特別項症から第６項症までの各項症及び第１款症
から第３款症までの各款症

（同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場
合は、特別項症から第３項症までの各項症）

体 幹 不 自 由
１級から３級までの各級および５級

（同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、１級
から３級までの各級）

特別項症から第６項症までの各項症および第１款
症から第３款症までの各款症

（同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場
合は、特別項症から第４項症までの各項症）

乳幼児期以前
の非進行生脳
病変による運
動 機 能 障 害

上 肢
機 能

１級および２級
（１上肢のみに運動機能障害がある場合を除く）

移 動
機 能

１級から６級までの各級
（同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、１級
から３級（１下肢のみに運動機能障害がある場合を除く））

心 臓 機 能 障 害

１級、3級および４級
（同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、１級
および３級）

特別項症から第３項症までの各項症

じ ん 臓 機 能 障 害
呼 吸 器 機 能 障 害
ぼ う こ う 機 能 障 害
直 腸 機 能 障 害
小 腸 機 能 障 害
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害 １級から３級までの各級

肝 臓 機 能 障 害
１級から４級までの各級

（同一生計者が所有し、同一生計者が運転する場合は、１級
から３級までの各級）

特別項症から第３項症までの各項症

療育手帳…障害の程度の表示がＡ以上であるもの　　　　　精神障害者保健福祉手帳…障害等級が１級であるもの
表中の同一生計者…当該障がいのある人と生計を一にする者のこと

①
障
が
い
の
あ
る
人
が
所
有
す
る
軽
自

動
車
な
ど

対
象
◆
障
が
い
（
下
表
を
参
照
）
の
あ

る
人
本
人
が
所
有
者
で
あ
る
も
の

※
身
体
障
が
い
者
な
ど
で
年
齢
18
歳
未

満
、
ま
た
は
知
的
・
精
神
障
が
い
者

の
人
は
、
生
計
を
一
に
す
る
者
が
所

有
す
る
も
の
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

必
要
書
類
◆

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、

療
育
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳 

・
自
動
車
検
査
証
の
写
し

・
運
転
免
許
証
の
写
し

②
構
造
が
も
っ
ぱ
ら
身
体
に
障
が
い
の

あ
る
人
の
利
用
に
使
わ
れ
る
軽
自
動
車

な
ど

対
象
◆
車
椅
子
に
乗
っ
た
ま
ま
の
状
態

で
使
用
す
る
昇
降
装
置
も
し
く
は
固
定

装
置
を
装
着
す
る
な
ど
特
別
の
仕
様
に

よ
り
製
造
さ
れ
た
も
の
、
ま
た
は
構
造

変
更
が
加
え
ら
れ
、
自
動
車
検
査
証
な

ど
で
そ
の
確
認
が
取
れ
る
も
の

必
要
書
類
◆

・
自
動
車
検
査
証
の
写
し

・
車
両
写
真
（
自
動
車
検
査
証
で
構
造

変
更
が
確
認
で
き
な
い
場
合
の
み
）

③
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
軽
自
動
車
な
ど

対
象
◆
社
会
福
祉
法
に
規
定
す
る
特
定

の
社
会
福
祉
法
人
な
ど
が
納
税
義
務
者

で
、
か
つ
、
使
用
す
る
軽
自
動
車
な
ど

で
、
当
該
事
業
の
用
に
直
接
供
す
る
も

の
、ま
た
は
入
所
者
・
通
所
者
の
送
迎
、

入
所
者
・
通
所
者
に
対
す
る
供
給
物
品

の
輸
送
な
ど
の
用
途
に
使
用
す
る
割
合

が
全
用
途
に
対
し
て
50
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
の
も
の

必
要
書
類
◆

・
定
款
の
写
し

・
自
動
車
検
査
証
の
写
し

・
使
用
目
的
別
走
行
距
離
表

　
平
成
27
年
度
軽
自
動
車
税
の
減
免
手

続
き
は
、
平
成
27
年
度
軽
自
動
車
税
の

納
税
通
知
発
送
以
降
、
納
期
限
7
日
前

ま
で
受
け
付
け
ま
す
。
新
た
に
軽
自
動

車
税
減
免
申
請
を
さ
れ
る
場
合
は
、
必

要
書
類
と
印
鑑
を
持
っ
て
、
税
務
課

（
役
場
1
階
）
で
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

※
①
の
場
合
の
減
免
は
自
動
車
税
、
軽

自
動
車
税
を
通
じ
て
１
台
に
限
る
。

※
既
に
減
免
を
受
け
て
い
る
人
に
は
、

４
月
に
案
内
文
を
送
付
し
ま
す
。

　
町
で
は
次
の
軽
自
動
車
な
ど
に
つ
い
て
減
免
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

軽
自
動
車
税
減
免
の
案
内

税
務
課  

☎
８
２
３
ー
９
２
０
４  

蕭
８
２
３
ー
９
６
２
７

▲長井自治会　寺本さんの
基調講演

　
先
月
7
日
、
ま
ち
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
開
催

さ
れ
、
約
70
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
テ
ー
マ
は
「
人
が
集
ま
る
自
治
会
活

動
」。
講
師
に
長
井
自
治
会
（
安
佐
北
区
）
の
寺

本
克
彦
さ
ん
、（
有
）
グ
リ
ー
ン
ブ
リ
ー
ズ
の
平

木
久
惠
さ
ん
を
迎
え
基
調
講
演
と
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
。

　
第
1
部
の
基
調
講
演
で
は
、
寺
本
さ
ん
が
「
市

民
を
楽
し
む
」
と
題
し
て
、
長
井
自
治
会
の
取
り

組
み
を
例
に
出
し
、
講
演
を
行
い
ま
し
た
。

　
第
2
部
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、

寺
本
さ
ん
、
平
木
さ
ん
、
新
町
、
畝
、
汁
免
、
南

昭
和
町
自
治
会
の
自
治
会
長
4
名
が
パ
ネ
ラ
ー
と

な
り
、
各
自
治
会
の
活
動
や
、
ど
の
よ
う
な
工
夫

を
行
っ
て
い
る
か
を
紹
介
し
、
質
疑
応
答
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で

は
、「
楽
し
む
た
め
の
ア
イ
デ
ィ
ア
や
柔
軟
な
発

想
を
し
た
い
」「
ま
ず
は
自
ら
楽
し
ん
で
み
た
い
」

な
ど
の
意
見
が
あ
り
、
今
後
の
自
治
会
活
動
を
楽

し
む
た
め
の
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
講
演
前
に
は
講
師
と
パ
ネ
ラ
ー
の
皆
さ

ん
が
自
治
会
館
な
ど
各
自
治
会
の
活
動
現
場
を
視

察
。
活
動
の
よ
う
す
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
会
な

ら
で
は
の
工
夫
を
紹
介
し
ま
し
た
。
普
段
な
か
な

か
見
る
こ
と
の
な
い
他
の
自
治
会
の
よ
う
す
に
、

各
自
治
会
長
も
「
勉
強
に
な
る
」
と
感
心
し
て
い

ま
し
た
。

人が集まる自治会活動
まちづくりフォーラム

まちの話題
拡　大　版

▼左から、新町自治会 山岡会長、南昭
和町自治会 岡田会長、汁免自治会 
金川会長、畝自治会 赤木会長

▲各自治会の工夫に感心


